
令和６年度こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究事業 

（研究提案の情報開示） 

こども家庭庁の標記公募に提案した。評価検討委員会において評価が行われた結果、不採択となった
が、提案者としては、良質の研究と研究体制であったと考えている。研究内容のほとんどは公的データ
へのアクセスなしには実行できないものである。不採択となった以上、自ら研究を進めることができな
いため、研究の促進を願って情報公開する。 

【事業目的】 

「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を踏まえ、こどもの自殺の実態解明、分析と課題把握を行うこと
を目的とする。また、分析結果をもとに、こどもの自殺予防とポストベンションについて、現状で実施
可能な提言を行うことを目的とする。 

【事業内容】 

１）警察庁の保有する自殺統計原票データの分析

２）消防庁の保有する救急データの分析

３）「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」に基づく背景調査報告書の分析 

４）CDR モデル事業に関するヒアリング調査

５）こどもの自殺が発生した場合の対応のヒアリング調査

【実施方法】 

１）警察庁の保有する自殺統計原票データの分析

警察庁より、2012年～2021年の自殺統計原票データの提供を受け、10～19歳の自殺について、学
生・生徒等の区分に配慮しつつ、他の年齢階級と比較した特徴を明らかにする。この際、自殺未遂歴の
有無、自殺の場所、自殺の手段、発生月日別（長期休暇との関連など）、自殺の原因・動機、居住地
別、男女別などを重視して分析する。また、小中高生の自殺の増加が 2017年頃に始まることを踏ま
え、2012～2016年、2017～2021年における変化についても分析する。さらに、自殺統計原票の 2024
年改訂によって、自殺時のアルコール、睡眠薬等の薬物摂取の有無、自傷行為の有無、自殺未遂歴の有
無などの新たな項目が設定されたことを踏まえ、その活用方法を実際の自殺統計原票データをもとに提
案する。 

２）消防庁の保有する救急データの分析

総務省消防庁が保有する全国の自損行為による救急搬送データを分析し、わが国における自殺未遂も
含めた自損行為の実態を明らかにする。また、地域別の自損行為の実態を把握し、地域の実情に応じた
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自殺対策を推進するための基礎資料とする。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防
総合対策センターは、2007～2011年の 5年間に救急搬送に至った傷病事例、全 20,411,885例のうち、
事故種別が「自損行為」であった事例、224,706例（約 1.1％）の分析を行った。その経験を有する研
究者が参加して、2012～2021年の消防庁の保有する救急データの分析を行い、他の年齢階級と比較し
た 10～19歳の自損行為の特徴を明らかにする。この際、初診医による重症度評価別、自損行為の手段
別、発生月日別（長期休暇との関連など）、居住地別、男女別などを重視して分析する。また、コロナ禍
の影響を検討する観点から、先行調査、2012～2016年、2017～2021年における救急搬送の実態の変化
の有無についても分析する。 

３）「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」に基づく背景調査報告書の分析 

いじめ防止対策推進法第 28条の第１項に定める重大事態が発生した際、自治体の条例等に基づき、
当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査が行われる。調査を行った場合、文部科学省の
「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」に則り、当該調査結果を公表することとされている。
いじめ防止対策推進法が施行された 2015年 4月から 2024年 8月までにウエブ上に公表された調査報
告書を収集し、心理学的剖検などの従来の自殺予防研究の知見と比較しながら、報告書に記載された自
殺の原因・背景、自殺に至る経過、自殺前の心身の状態等を内容や形式の観点から整理するとともに、
調査や分析の方法論についても多角的に検討する。また、報告書をもとに、こどもの自殺が発生した場
合の学校及び関係機関の対応の課題も検討する。さらに、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」
の調査指針改定に向けて、背景調査の限界と課題についても検討する。 

４）CDR モデル事業に関するヒアリング調査 

CDRモデル事業について、学際的な研究者によるヒアリング調査を行い、CDRのこどもの自殺の多
角的な要因分析への利用可能性と課題を明らかにする。 

５）こどもの自殺が発生した場合の対応のヒアリング調査

日本臨床心理士会、安全な生徒指導を考える会、一般社団法人全国自死遺族連絡会、自死・自殺に向
き合う僧侶の会などを対象に、こどもの自殺が発生した場合の対応の課題のヒアリング調査を行う。ま
た、米国自殺予防財団（AFSP）の“After a Suicide: A Toolkit for Schools”の翻訳等、海外事例の紹介を
行う。 

竹島 正（大正大学地域構想研究所/川崎市総合リハビリテーション推進センター） 
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I 　はじめに
自殺のマクロ実態を把握するうえで、自治体職員の

利用しやすい情報には、人口動態統計による自殺死亡、

警察庁「自殺統計」、自殺実態プロファイルの3種があ

る。

人口動態統計は、統計法に基づく基幹統計である。

警察庁「自殺統計」は、警察官が変死者または変死の疑

いのある死体（変死体）を発見し、またはこれがある旨

の届出を受けたときの調書（以下、「変死調書」）をもと

に作成された自殺統計原票を集計したものであって、

統計法に基づく政府統計一覧に掲載されていない行政

情報である。自殺実態プロファイルは、自殺統計原票

にある生前の居住地を利用して、自殺統計原票を集計

したものである。これら三者の特徴を表1に示す［3］。

さて、警察庁「自殺統計」と自殺統計原票には自殺の

原因・動機の分類がある。原因・動機は2007年に3つ

まで計上することになったが、2022年には原因・動機

を4つまで計上するとともに、その判断根拠について

「生前の言動（これを裏付ける資料がある場合に限る）

だけでなく、家族等の証言（自殺の原因・動機と考え

られるもの）」に拡大された。これについて筆者は以下

の問題提議を行った［1］。

2007–2021年と2022年では、自殺の原因・動機の分

類名称の変更に加え、小分類、判定根拠及び小分類数、

原因・動機数が変更された。このため、統計の連続性

が著しく損なわれ、2022年以前と以後の統計で自殺の

原因・動機の正確な年次比較を行うことは極めて困難

となった。たとえば、COVID-19パンデミック前後の日

本の自殺の原因・動機の傾向を調べる研究を行おうと

しても、各年の原因・動機を正確に比較することはで

きないだろう。このような自殺統計の大幅な改訂は、

研究者が社会問題の影響を考慮して自殺の原因・動機

の年次推移を調査・比較することを妨げ、統計の有用

性を大きく低下させるものである。日本における自殺

の原因・動機の年次比較という価値ある研究を継続す

るためには、統計データの継続性・整合性に配慮した

変更が必要である。また、関係分野・団体との緊密な

協議も必要である。

本稿では、上記の原因・動機別の分類も含めて、

2022年自殺統計原票の見直しの問題点をいくつか示

す。そのうえで警察庁「自殺統計」のあり方について意

見を述べる。
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II 　2022年自殺統計原票の見直しの問題点
1　新設項目について

1）妊娠・産後の状況について「妊娠中」「産後2か月

以内」「産後1年以内」「該当なし」を回答するとした。

「妊娠中」の判断根拠は何によるか。妊娠により産婦人

科を受診している、あるいは母子健康手帳の交付を受

けていることを根拠にするなら一部の把握にしかなら

ず、調査結果の科学的・政策的意義は乏しい。

2）国籍等：選択肢が細分されているが、対象者が少

ないと個人を推認されるリスクが高くなる。

3）自殺時のアルコール摂取の痕跡の有無を設けた

が、「痕跡」という言葉の解釈によって回答に揺れが生

じ、調査結果の科学的・政策的意義は乏しい。

4）精神科・心療内科等への入院の有無及び受療状

況、通院の有無及び受療状況を詳しく回答することは

困難ではないか。「現在通院中」の定義は簡単ではない。

5）障害者手帳の有無及び障害の種類があるが、障害は

多様であり、分析結果の科学的・政策的意義は乏しい。

2　改訂について
1）職業を自営業、被雇用者・勤め人、無職（学生・

生徒等、無職者）、不詳の4区分から、有職者（管理的

職業従事者以下12区分、学生・生徒等、無職者、不詳

の4区分に変更し、事業主体コード、業務上の職位を

追加した。職業については総務省「標準職業分類」に揃

えたのであろうが、経年変化を把握するためにも、新

旧の項目の対応表を作成・公表するなど、既報資料と

の比較可能性を保障する工夫をすべきである。

2）自殺の手段の服毒を医薬品、医薬品以外・不詳の

2つに区分したが、医薬品の範囲の判断が難しいので

はないか。処方薬や薬局で購入した医薬品を医薬品、

それ以外を医薬品以外とせざるを得ないように思われ

るが、それでよいのか。

3）自殺の原因・動機の判断根拠について「1遺書」

「2自殺サイト・メール等の書き込み」に続く「3」につ

いて「その他の生前の言動（これを裏付ける資料がある

場合に限る。）」から「その他の生前の言動、家族等の証

表1　人口動態統計、自殺統計、自殺実態プロファイルの比較

厚生労働省「人口動態統計」に基づく統計 警察庁「自殺統計」 自殺実態プロファイル

統計法上の位置づけと
公表者

統計法上の基幹統計である「人口動態統
計」を自殺について分析したもの

統計法に基づく政府統計一覧に掲載され
ていない行政情報。警察庁「自殺統計」を
もとに厚生労働省自殺対策推進室作成

自殺統計原票をもとにしてい
る。「いのち支える自殺対策推
進センター」が全自治体に提供

調査対象 日本における日本人 総人口（日本における外国人も含む） 同左

調査時点 住所地を基に死亡時点で計上 自殺統計原票による発見地（正確には認
知）で計上

自殺統計原票による発見地（正
確には認知）で計上したものを
生前の居住地で集計

事務手続き上（訂正報
告）の

自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不
明のときは自殺以外で処理しており、死
亡診断書等について作成者から自殺の旨
訂正報告がない場合は、自殺に計上して
いない

死体発見時に自殺、他殺あるいは事故死
のいずれか不明のときには、検視調書ま
たは死体見分調書が作成されるのみであ
るが、その後の調査等により自殺と判明
したときは、その時点で計上する

同左

統計の連続性 1900（明治32）年以降の統計が公表さ
れている。

警察庁生活安全局地域課によって「自
殺の概要資料」として公表されてきた。
2022（令和4）年の自殺統計原票の見直
しにより、2022年以前と以後の統計で
自殺の原因・動機の正確な年次比較を行
うことは極めて困難となった

2017年より「地域自殺実態
プロファイル」を作成し、すべ
ての都道府県・政令指定都市、
市町村に提供。自殺の原因・
動機について警察庁「自殺統
計」と同じ問題がある

調査票の利用範囲 提供された集計表を利用するほか、行政
機関、指定独立行政法人、研究者等は法
に基づく手続きを経てデータの提供を受
けて分析可能

統計法上の規定外であり、提供された集
計表を利用するのみ（一部の都道府県で
は警察本部管内の自殺統計原票に基づく
データが提供され自殺対策に活用されて
いる）

統計法上の規定外であり、提
供された集計表を利用するの
み

備考 人口動態統計特殊報告において、国勢調
査年の配偶関係別の自殺死亡率が公表さ
れている

　論　　　壇
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言（自殺の原因・動機と考えられるもの）」に変更され

た。これにより調査の連続性は失われたと言ってよい。

実際、原因・動機不特定者の割合は2021年の28.0%か

ら2022年の12.3%に減少している。このことはより自

殺の原因・動機がより詳細にわかるようになったので

はなく、「その他の生前の言動、家族等の証言」を加え

ることによって、情報の質が変わってしまったのであ

る。

4）自殺の原因・動機の3つ選択可能を4つ選択可能

に変更した。家庭問題、健康問題、経済・生活問題、

勤務問題、学校問題、その他の中で各所に変更。男女

問題は交際問題に変更。これによりこれまでの調査と

の連続性が失われた。そもそも原因・動機特定者1名

あたりの原因・動機の回答数は、令和3年1.38個、令

和4年1.48個である。3つから4つに変更する必要性が

どこにあったのか。

5）自殺未遂歴を「自傷行為歴」と「自殺未遂歴」に区

分し、それぞれ1か月以内、1年以内、1年より前、不

詳に区分している。しかし「自傷行為」と「自殺未遂」

を区別して回答するのは困難ではないか。「WHO（世界

保健機関）は2014年発行の“Preventing suicide: A global 

imperative”（日本語訳：「自殺を予防する：世界の優先

課題」）の中で、両者を区分することの困難を指摘して

いる。

III　まとめ
警察庁「自殺統計」は「自殺統計原票」データの集計・

分析によるものであるが、原票はほぼ全面的な改訂に

なっている。この改訂は厚生労働省の意向によるもの

と聞くが、この結果、統計の命とも言える継続性は失

われたと言わざるを得ない。また「2022年自殺統計原

票の見直しの問題点」で述べたように、2022自殺統計

原票で得られる情報の質は低く、科学的・政策的意義

の乏しいものが多い。「令和5年版自殺対策白書」は第

2章第3節を「自殺対策の基本的な枠組みと新しい自殺

統計原票を活用した自殺動向の分析について」として

32ページを費やしているが［2］、筆者が述べた問題に

は何も答えていない。

さて、2022年の自殺統計原票の見直しについて、厚

生労働省自殺対策推進室は、「多重債務問題及び消費者

向け金融等に関する懇談会（第21回）」において「警察

庁が作成している自殺統計原票については、関係者か

らの御意見を踏まえ、自殺動向をより的確に把握でき

るようにするため、厚生労働省を含めた関係者間で協

議を行い、見直されたものでございます。」と説明した

が、筆者の知る限りでは、「自殺総合対策の推進に関す

る有識者会議」に諮られたことはないようだ。「関係者

からの御意見」というのは誰を指すのだろうか。

このような問題が発生する背景には、警察庁「自殺

統計」が統計法に基づく政府統計一覧に掲載されてい

ない行政情報であることに一因があるのではないか。

警察庁「自殺統計」を統計法に基づく政府統計の1つに

位置づけ、その改訂と利活用のルールを明確にする必

要がある。
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